
第8期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

高齢者福祉課

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成してください

項目名 細目名
目標を設定するに至った

「現状と課題」
第８期計画における「取組」

「目標」
（事業内容、指標等）

中間
見直し

取組の具体的な実施内容、実績
自己
評価

評価の理由 課題と対応策 実施状況 公表の方法

富士見
市

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

ボランティアの養成
と測定会の開催

新規要支援要介護認定者の平均年齢が、
他市や全国平均と比較しても若い。早い
段階から認定を受けているものと考えら
れ、認定を受ける前の元気なうちから、
高齢者自身がフレイル予防についての認
識をもち、予防対策がとれるような取組
をすすめることが必要である。

●フレイルサポーターの養成
市民ボランティアとしてフレイルサポーターを養
成し、フレイルチェック測定会の実施やフレイル
予防を広める活動を担っていただくことで、フレイ
ル予防のまちづくりを実践する。
●フレイルチェックの取組み（測定会など）
高齢者自身が、心身が衰えやすい生活について
の認識をもち、予防対策がとれるように周知を
図っていく。地域で行われるフレイルチェックの
測定会などを通して、フレイルの兆候に気づき、
主体的にフレイル状態の改善に向けて取組める

・フレイルサポーターの養成
　　　　　　　　　 （R3） 　  （R4）   　（R5）
開催回数　　　　  2　　　　　 2　　　 　 2
参加者数　 　　　60　　　　　90　　　120

・フレイルチェック測定会
　　　　　　　　　 （R3） 　  （R4）   　（R5）
開催回数　 　　 10　　　　 19　　　 　23
参加者数　 　　185　　　　365　　　 445

なし

・フレイルサポーターの養成
開催回数：2コース
修了者数：13人（延べ60人）
サポーター連絡会の役員会、全体会実施の支援
・フレイルチェック測定会
開催回数：25回
参加者数：356人
サポーター数：228人

○

・フレイルサポーターの養成は目標人数には届かな
かったが、サポーター研修会を実施し、それぞれが
今後どのように活動していくか、どんなことをやりた
いか話し合うことができ、サポーター連絡会の部会
活動へと発展した。
・フレイルチェック測定会は、予定通り実施し、各回
のサポーターを確保することができた。

・公募でのフレイルサポーター養成を実施しているが、申
込者は少ない状況のため、介護支援ボランティアポイント
事業参加者など比較的ほかの事業より参加年齢が若い方
へ情報発信をして、サポーターに向く人材の発掘に努め
る。
・測定会へのリピーターを増やすため、2回目以降の参加
者には手紙を送付し参加を促すとともに、新規参加者が増
えるように、医療機関や薬局等に測定会のチラシを置いて
もらい周知活動を強化していく。

実施 市ＨＰ

富士見
市

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

身近な通いの場の充
実

後期高齢者の増加とともに、関節疾患や転
倒・骨折などによる要介護等認定者の増加
が見込まれるが、これを予防するため、高
齢者がいつまでも歩く力を保ち、人との交
流による社会的な刺激が得られる「通いの
場づくり」が重要である。そこで、市内全域
に、歩いて通える身近な場所で運動と社会
参加ができる拠点をつくり、介護予防活動
をひろげていくことが課題である。

●ふじみパワーアップ体操クラブの拡充
筋力やバランス力など身体機能の維持向上に
効果的な取組みである「ふじみパワーアップ体
操」を身近な場所でできるよう、クラブを増やして
いく。従来から使用している会場以外の会場確
保についても検討していくとともに、体操の動画
を市ホームページにて配信して、一層の活用に
努めていく。

・ふじみパワーアップ体操クラブ
　　　　　　　　　 （R3） 　  （R4）   　（R5）
クラブ数　　　　　60　　　　 62　　　 　64
参加者数　 　1530　　　1560　　　1590

なし

・パワーアップリーダー養成講座の実施
2コース開催し、新たにリーダーが34人増えた。
・ふじみパワーアップ体操クラブ
クラブ数：54クラブ
コロナ禍で休止していた1クラブの再開支援を実施
新規クラブを2クラブ開設
参加者数：1133人

○

今までクラブのなかった地域の集会所に2クラブ開
設でき、住民主体の通いの場が増えた。

まだクラブがない集会所を管理する町会等へ働きかけ、新
たな通いの場として体操クラブを開設していく。

実施 市ＨＰ

富士見
市

①自立支
援・介護予
防・重度化
防止

集中型介護予防教室
の開催

体力や身体機能など要介護状態等に陥り
やすい機能の低下を防ぐため、心身機能
の維持向上を図り、活動的な生活を継続し
ていく方法を学習する機会と実践していく場
が必要である。

●はつらつ教室 フレイル予防コース
６ヶ月間（約20回）、集中的に教室に参加するこ
とにより、心身機能の維持向上を目指すととも
に、教室卒業後も自主的に継続して介護予防活
動に取り組むことができるよう、自主グループや
体操クラブへの参加をすすめる。
●はつらつ教室　オーラルフレイル予防コース
口腔機能の低下や、認知機能等に不安のある
高齢者が、全10回の教室に参加して、機能の維
持向上を目指す。教室修了後も自主的に継続し
て介護予防活動に取り組むことができるよう、自
主グループや体操クラブへの参加をすすめる。

①はつらつ教室フレイル予防コース
②はつらつ教室オーラルフレイル予防コース

　　　　　　　　　　（R3）　　（R4） 　 （R5）
①開催回数　　　　80　　　　80　　　　80
①延べ人数　　 1200　　1200　　 1200

②開催回数　　　　10　　　　10　　    10
②延べ人数　　　150　　　 150　　  150

なし

①はつらつ教室フレイル予防コース
開催回数：76回
延べ人数：1117人
改善35％、維持53％、悪化12％
修了後の自主グループや体操クラブへの参加割合75％
教室修了生で新たな自主グループが立ち上がった。
②はつらつ教室オーラルフレイル予防コース
開催回数：10回
延べ人数：74人
修了後の自主グループや体操クラブへの参加割合50％

○

教室修了後に既存のグループや体操クラブへ参加
することで、介護予防活動を継続できた方が多かっ

たため。

①はつらつ教室フレイル予防コースは、修了後に運動の
継続と仲間づくりを進めることができた。今後も地域の受け
皿としての通いの場を増やしていく。

②はつらつ教室オーラルフレイル予防コースは参加希望
者が少なかったため、公募だけでなく健康長寿歯科健診
の結果の活用など個別案内をしていく。 実施 市ＨＰ

富士見
市

①自立支
援・介護予
防・重度化

防止

地域ケア会議の実施

自立支援に資するケアマネジメント
の実践力を高めるために、多職種が
参加して助言する地域ケア会議を定
期的に開催している。多職種からの
助言を受けて、その後に活かした成果を
確認する仕組みができていない

●地域ケア個別会議
年３回各地地域包括支援センター主催で、多職
種が参加して助言することにより、高齢者の個
別課題の解決を図るとともに、ケアマネージャー
の自立支援に資するケアマネジメンとの実践力
を高める目的で開催している。会議を通して自
立支援の考え方や課題解決能力についても高
めることができるよう支援していく。
●介護予防支援地域ケア会議
毎月市が主催し、多職種が参加して助言する会
議で、地域包括支援センターの職員に対し、自
立支援に資するケアマネジメントについて理解を
深めてもらうとともに、ケアマネジメントについて
理解を深めてもらうとともに、ケアマネージャー
への指導能力向上を目的としている。

①地域ケア個別会議
②介護予防支援地域ケア会議

　　　　　　　　　　（Ｒ3）　（Ｒ4）　（Ｒ5）
①開催回数　　　 １５　 　１５　 　１５
②開催回数 　　　１２　　 １２　　 １２

なし

①地域ケア個別会議　１５回実施

②介護予防支援地域ケア会議　１１回実施

○

新型コロナウィルスの収束により、計画通り会議を
開催することができたため。

さまざまな関係者が会議に出席することで、「地域での顔
の見える関係」の構築ができているが、会場への参加がな
い介護支援専門員もいることから、市から広く参加を呼び
かける必要がある。そのために、多職種からの助言（支援
方法や対応内容等）を受けた成功事例を蓄積するなどが
必要と考える。そのためにも、会議の成果を確認する方法
を確認する方法を確立する必要がある。

実施 市HP

富士見
市

②給付適正
化

給付実績の活用によ
る適正化

ケアプランの点検

要介護・要支援認定者等が心身の状況に
応じた、適切なサービスを受けられるよ
う、居宅介護支援事業所や介護サービス
事業所への実地指導の際、過度なサービ
ス利用や加算の算定がないか等、給付実
績を活用しながら確認している。

●実地指導の計画的な実施
●ケアプランの点検
●給付実績の活用による適正化

①運営指導の計画的な実施
　　　　　　　　　　（R3）　　（R4）　　（R5）
　事業所数　　　 17　　　　12　　　　11

②ケアプランの点検
　　　　　　　　　　（R3）　　（R4）　　（R5）
　事業所数　　　　5　　　　　4　　　　　1
　点検件数　　 318　　　 320　　　254

なし

①運営指導の計画的な実施　　9事業所
②ケアプランの点検（現場訪問）  　6事業所
③ケアプラン点検数　合計　598件
  (1) ケアプラン点検（現場訪問）　　21件
　(2) ケアプラン点検（書面）　　　　 577件
　　・要介護認定有効期間の半数を超える短期
　　　入所のケアプランの点検　59件
　　・同居家族がいる場合の生活援助のある
　　　ケアプラン点検　41件
　　・その他書面によるプラン点検　　 477件

○

運営指導時に確認すべきポイントの一覧表を使用し
たことにより、運営指導に行く担当者が異なっても統
一したプラン点検を実施できたり、国保連の適正化
データを活用した運営指導を実施できたため。

国保連の適正化データは数も多く、活用しきれていない帳
票もあるため、担当者が継続して活用方法を検討していく
ことが必要であると考える。

実施 市HP

富士見市
②給付適正

化
住宅改修の点検

介護給付費通知 等

介護給付費の適正化は、介護保険制度の
持続可能性を高める観点からも必要不可
欠であり、介護サービスを必要としてい
る要介護・要支援認定者等が適切なサー
ビスを受けられるよう、介護給付適正化
に努めている。

●住宅改修・福祉用具の点検
●介護給付費通知等の情報公表の推進
●要介護認定の適正化・平準化

①住宅改修・福祉用具の事後点検
　　　　　　（R3）　 　（R4）　  　（R5）
　件数　　　　6　　　　　7　　　　　8
②介護給付費通知　年2回 なし

①住宅改修・福祉用具の事後点検
　　件数　　8

②介護給付費通知　年2回

○

住宅改修・福祉用具の事後点検は、介護支援専門
員や事業者などへの詳細な聞き取り確認を行うな
ど、業務が滞りなく進めるような手法を行ったため。
介護給付費通知についても、計画通り年に2回、発
送でき、自己のサービス利用状況の再確認を行っ
て頂く機会の提供を行ったため。

住宅改修に関して、業務を滞りなく進めるためには、工事
に入る前の現場での助言や、申請書類での工事内容の確
認が重要であることから、ケアマネジャーや事業者への詳
細な内容の確認や写真の提出を継続していく必要があ
る。

実施 市HP

課所名・担当名

公表の状況令和５年度（年度末実績）
保険者

名

貴自治体において第８期介護保険事業計画に記載している内容

1


